
                                      別紙１  

仕 様 書（案） 

 

第１章 業務概要 

1. 業務概要 

   本業務は、那覇市真和志庁舎跡地売却価格決定のための基礎資料として、那覇市真和志庁舎跡地不動

産鑑定評価業務を依頼し、その報告書を作成すること目的とするものである。 

 

2. 業務名称 

那覇市真和志庁舎跡地不動産鑑定評価業務委託 

 

3. 調査対象地番・地積等（図 1 対象土地の位置図 参照） 

調査対象地番 那覇市寄宮２３３番１ 

地 目 宅地 

地 積 1,913.05㎡ 

建 物 構 造 地下２階、地上４階、塔屋４階。RC造。地下３階部分に貯水槽有。 

築 年 数 昭和 43年 12月 築５６年（令和６年６月現在） 

総 床 面 積 5,813.09㎡ 

 

4. 履行期間 

契約締結日から令和６年９月30日まで 

 

5. 発注者及び成果品納入場所 

那覇市 総務部 管財課  

沖縄県那覇市泉崎１丁目１番１号 

 

 

第２章 一般共通事項 

第１節  総則 

1. 適用範囲 

(1)本仕様書は、那覇市が実施する那覇市真和志庁舎跡地不動産鑑定評価業務委託に適用する。 

(2)本仕様書に定めのない事項は、国が定める基準等に基づき実施するほか、発注者と受注者の協議により実

施する。また、鑑定評価は、次の法令及び基準に準拠して実施するものとする。 

①不動産の鑑定評価に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律施行令、不動産の鑑定評価に関す

る法律施行規則 

②不動産鑑定評価基準、不動産鑑定評価基準運用上の留意事項、不動産鑑定士が不動産に関する価格

等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン、不動

産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記

載事項に関するガイドライン運用上の留意事項 
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２. 疑義に対する協議 

不動産鑑定評価方法等に関する事項等に疑いを生じた場合は、発注者と協議する。 

 

 

３. 資料の提示 

  業務に必要な資料のうち那覇市管財課が所有しているものについては、必要に応じて提示を行う。 

 

４. 法令等の遵守 

受注者は、調査の実施にあたっては関係法令を連守し、業務の円滑な進捗をはかること。 

 

５. 機密の保持 

本契約に関し、業務内容及び業務上知り得た事項を第三者にもらしてはならない。 

なお、業務が完了し、又は業務委託契約が解除された後においても同様とする。 

 

６. 成果品 

業務が完了した場合、成果品(製本1部、写し2部及び電子データ1式)を提出し検査を受けるものとする。 

 

 

第２節  不動産鑑定評価の実施 

１. 不動産鑑定士 

(1)受注者は、不動産鑑定士を選任するものとする。 

(2)不動産鑑定士は、 不動産鑑定評価について十分な実務経験を有し、不動産鑑定士の資格を有する

者とすること。 

 

2. 鑑定評価の方法  

(1)本跡地を売却する場合には、買い手による建物の取り壊し条件を付す予定である。鑑定評価に当たっ

ては、当該条件を前提に、跡地が最有効使用となるよう評価を行うこと。 

   (2)現状の土地の価格（建物を含む） 

     土地の更地価格（正常価格）と建物の取り壊し費用を内訳で詳細に記載すること。 

 

３．価格時点 

    令和６年７月１日 

 

 

第３節  安全管理 

1. 安全対策 

業務の実施にあたっては関係法規を遵守し、常に業務の安全に留意し、事故及び災害の防止に努めると

ともに、現場への作業車両等の出入り、火災・盗難の防止、風紀・衛生等の取締り、その他について十分な

注意を払わなければならない。 
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2. 事故対応 

(1)受注者は、事故等が発生した場合は、応急措置を講じるとともに直ちに発注者及び関係機関に通報

し、適切な処置を行うこと。 

(2)受注者は、業務の実施に関し、その責めを帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。 

 

第４節  完了 

1. 完了届けの提出 

受注者は、業務を完了したときは、速やかにその旨を発注者に通知しなければならない。 

 

 

 

 

図 1 対象土地の位置図 

調査対象地番  那覇市寄宮２３３番１（建物住所 那覇市寄宮２丁目３２番１号） 

 

 


